
１ 市民啓発の推進

令和６年度
ごみ減量化・資源化への取組の実施状況と今後の予定

資料 ２

（１）広報あおもりや市ホームページ、各種パンフレットなどを活用した啓発

広報あおもりや市のホーム
ページ、各種パンフレットな
どを活用し、ごみ出しルール
の周知などといった啓発活動
を行う。

広報あおもり
（令和6年8月号）

＜ 令和６年度「広報あおもり」掲載内容（令和6年11月号）まで ＞

1

◎ ジュニア版ごみハンドブック

＜令和６年度配布部数＞ 2,317部

ごみの減量化・資源化に対する意
識の醸成を図るため、市内の小学４
年生を対象とした「ジュニア版ごみ
ハンドブック」を作成し配布する。
内容については、食品ロスやリサ

イクルなどといった、ごみを減らす
ための具体的な内容や、御家庭内で
ごみの分別や３Ｒ（スリーアール）
についてクイズ形式で理解を深めら
れる掲載内容としている。

▲「ジュニア版ごみハンドブック」のクイズコーナー

４月１日号 ・市民一掃きデー（合浦公園）

区　分

・３つの「きる」でごみ減量化

・リチウムイオン電池などは燃えないごみに出せません

掲  載  内  容

・おもてなしクリーンキャンペーン（あおもり駅前ビーチ周辺）

・事故の危険性がある異物が混入しています

・市民一掃きデー（柳川庁舎周辺）

・電気式生ごみ処理機を貸し出しています！

・市民一掃きデー（サンセットビーチ浅虫・浅虫海づり公園）

・段ボールコンポスト講習会

・生ごみ処理機購入費の一部を助成します

・小型家電は回収ボックスへ

・5月12日(日)は「春の大掃除の日」

・市民一掃きデー（浪岡庁舎周辺）

・青森市廃棄物減量等推進審議会委員を募集

５月号

６月号

７月号

８月号

９月号

１０月号

・エコごはん料理教室
１１月号

・10月は食品ロス削減月間

・市民一掃きデー（青森市スポーツ公園わくわく広場）

・9月29日（日）は秋の大掃除の日

・市民一掃きデー（中央西公園（浦町小学校周辺））

・マイバックを持ち歩こう

・市民一掃きデー（野木和公園）

・青森地区での粗大ごみの出し方
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（２）出前講座の実施

市のごみ処理の現状や分別方法等を詳しく説明し、
特に小型充電式電池等の発火の原因となるごみの排
出方法や生ごみの減量化と古紙類の資源化、その他
のプラスチックの分別についての意識啓発を行う。
今年度は、青森市交流推進課と連携し、市内在住

外国人を対象とした出前講座を開催し、ゲーム形式
でごみ出しルールを体験できる内容を実施した。

＜ 令和６年度「出前講座」実績（令和6年11月現在） ＞

外国人を対象とした出前講座
（令和6年6月29日開催）

（３）青森市ごみ問題対策市民会議における各種事業の推進

当市民会議の会員相互の密接な連携を図り、地域におけるごみ問題に対する各種事業を推進
する。

① 市民一掃きデー、おもてなしクリーンキャンペーン

市民の清掃意識の高揚と、きれいな住みよいまちづくりを目指し、４月から１０月まで
の間、道路や公園など公共の場所の清掃活動を行う「市民一掃きデー」を実施し、今年度
は、合浦公園など計７か所で開催し、延べ９００人の市民の皆様に御参加いただいた。
また、本市を訪れるお客様を気持ち良くお迎えし、「青森へ来て良かった、また来た

い」と感じていただけるような明るく住みよいまちづくりを目指すとともに、おもてなし
の心の醸成を図ることを目的として、青森ねぶた祭開催前の７月に清掃活動を行う「おも
てなしクリーンキャンペーン」については、今年度は雨天中止となった。

＜ 令和６年度「市民一掃きデー」実績 ＞

野木和公園 180人

中部

南部

6 9月7日(土) 北部

5 8月17日(土) 中央西公園（浦町小学校東隣）周辺 50人

7 10月5日(土) 青森市スポーツ公園わくわく広場 100人

3 6月1日(土) サンセットビーチあさむし・浅虫海づり公園 105人

4 7月6日(土) 柳川庁舎周辺 115人

東部

西部

1 4月13日(土) 合浦公園 250人

2 5月11日(土) 浪岡庁舎周辺 100人

全

浪岡

回 実施日 開催場所 参加者数ブロック

参加者数

40人

230人

青森市交流推進課

320人

15人

7月19日 青森市教育委員会 小中学校から排出される廃棄物の分別 10人

ごみ出しルール

30人

2 4月11日 青森県立保健大学 ごみ出しルール（新入生対象）

6

3 6月29日 ごみ出しルール（外国人対象）

4

5

11月4日 青森市交流推進課 ごみ出しルール（外国人対象）

10月12日 相馬町町会

No. 月日 団体名 内容

1 4月1日 青森公立大学 ごみ出しルール（新入生対象）
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ごみ出しルール・マナー及びごみの減量化・資源
化に役立つ情報等を掲載した会報「せいそう」を、
年度内に３回発行して各町（内）会及び自治会に送
付し、各住民に回覧するとともに、市民センター等
の公共施設へ掲示している。

（３）青森市ごみ問題対策市民会議と連携した各種事業の推進

② 会報「せいそう」の発行

地域におけるごみ出しルールの周知及びごみ出し
マナーの向上を推進する人材を育成することを目的
に、市内を６ブロックに分割し講習会を開催する。
今年度の講習会では、ごみの分別について問合せ

の多いものや間違えやすい分別の事例を紹介し、正
しい分別への協力をお願いする「間違えやすいごみ
の分別リーフレット」を活用し、正しい分別への意
識啓発を行った。

③ ごみ出しルール向上推進減量化事業

「ごみ出しルールを守りましょう講習会」の開催

＜令和６年度実績＞
南部ブロック（10月17日（木）開催：52人）
北部ブロック（10月22日（火）開催：16人） ▲令和6年10月17日開催（青森市荒川市民センター）

エアゾール缶（スプレー缶）
や小型充電式電池の正しい捨て
方に関する動画のほか、ごみの
減量化・資源化に関する取組を
市公式SNSで発信することを通
じて、ごみに関する市民意識の
啓発を図るため、コンテンツを
充実させている。
窓口の開いていない土日や夜

間でも、市民からのごみの分別
方法等に関する問合せに対応す
る、青森市LINE公式アカウント
のチャットボット（自動会話プ
ログラム）のほか、定期配信機
能を活用し、登録した方に「ご
み収集日」等をお知らせし、ご
み出しルールの周知を図る。

（４）市公式ＳＮＳ（ウェブサイト、ユーチューブチャンネル等）を活用した啓発

▲チャットボット（自動会話プログラム） ▲定期配信機能（ごみ収集日等のお知らせ）
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２ 食品ロスの削減

食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、食品ロスの削
減に関する理解と関心を深めるため、毎年１０月を「食品ロス
削減月間」とするとともに、１０月３０日を「食品ロス削減の
日」とし、可燃ごみに占める生ごみの排出状況と、３つの「き
る」、「てまえどり」など、食品ロス削減のための具体的な取
組を「広報あおもり」や市のホームページ等で呼び掛けること
により、市民に対する啓発を図る。

（１）家庭における食品ロス削減の推進

食品ロスモニターについては、食品ロスが発生する現
状を把握するため、２週間をかけて食べ残した食品及び
手つかずのまま捨てた食品の種類、重さ、捨てた理由を
日記形式に記録する「食品ロスダイアリー」を実施する。

◎ 食品ロスモニターの実施 「食品ロスダイアリー」

＜令和６年度 食品ロスダイアリー＞
実施期間：10月28日（月）～11月10日（日）の14日間

＜参考：令和５年度食品ロスダイアリー実施結果＞

最も多かった
廃棄食品

－

野菜・果物

手つかず食品

5ｇ
食べきれ
なかった

1人1日当たりの
廃棄量

最も多かった
廃棄理由

23ｇ 賞味期限切れ

6ｇ 賞味期限切れ

最も多かった
理由

1人1日当たりの
廃棄量

食べ残し

23ｇ －全国平均

協力団体
97世帯

268人

（２）生ごみリサイクル促進事業

生ごみを減量堆肥化する「段ボールコンポスト」に、
より多くの市民の方に取り組んでいただくため、市がマ
ニュアルを提供し、作製から進め方、堆肥化について実
演と講義を行う講習会を開催する。
開催に当たり、マニュアルを見直し、動画の活用など、

楽しく取り組めるよう内容を工夫した。

◎ 段ボールコンポスト講習会

▲段ボールコンポスト作成の様子

▲段ボールコンポストマニュアル

＜令和６年度実績＞
開催回数：6回
受講者数：37人



5

（３）生ごみ減量化促進事業（青森市ごみ問題対策市民会議と連携）

＜令和６年度（予定）＞
実施日：11月30日（土）
場 所：サンロード青森

イベントでは、手軽に入手できる食材をまるごと
使用したレシピを実演し、無駄なく食材を使い切る
ことで生ごみの削減のみならず、家庭にも優しい小
さな工夫や時短になるエコアイデア等を紹介する。
また、「健康」をテーマにした減塩等のレシピも

提案する。

① 「あおもり素材まるごとエコごはん」の開催

＜令和6年度（予定）＞
実施日：11月23日（土）
場 所：青森市西部市民センター
メニュー：「りんごと白菜の昆布漬け」

「皮付き大根のキムチ漬け」

手軽に入手できる食材をまるごと使用するレシピ
を実践することで、生ごみの減量化につなげるため
の料理教室を開催する。
開催に当たっては、「食品ロスダイアリー」の実

施による「食べ残した食品」や「手つかずのまま捨
てられた食品」の結果を踏まえたレシピを検討する。

② エコごはん料理教室の開催

（４）生ごみリサイクル推進事業

家庭から排出される生ごみを減量・堆肥化する処理機等を購入する方に対し、購入
費の一部を助成することにより、処理機の普及を促し、生ごみの減量化を図る。

◎ 生ごみコンポスト容器購入費助成

電気式生ごみ処理機を貸し出すことで、家庭から出る生ごみの削減と電気式生ごみ
処理機の普及を図っている。

③ 電気式生ごみ処理機普及啓発事業

＜令和6年度 貸出状況＞
3台（令和6年10月末現在）

＜令和6年度 助成状況＞
助成率：1/2 上限：3,000円 件数12件（令和6年10月末現在）

▲ 前回（昨年度） ▲
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３ 資源化等の推進

（１）集団回収への支援（有価資源回収団体活動奨励事業）

町会、子供会、ＰＴＡなどの住民団体が中心となり、日時・場所を決めて、新聞・
雑誌・段ボール・ビールびん・一升びんなどの資源物を自主的に回収し、回収業者に
売り渡す地域ぐるみのリサイクル運動である集団回収について、資源の再利用等を促
進する市民運動を育成するとともに、ごみの減量を推進することを目的に、市に届け
出ている団体が集団回収を実施した場合、回収量に応じて奨励金を交付する。

① 奨励金の額

１㎏当たり４円

② 奨励金交付対象品目

「新聞・広告」「雑誌・紙箱・包装紙」「段ボール」「紙パック」「生きびん
（ビールびん・一升びん）」「空き缶」「古鉄」「古布」

＜集団回収実績＞

（２）拠点回収（市民センター等に設置する回収ボックスによる行政回収）

市民センター、市役所庁舎などに「回収ボックス」を設置して市が回収を行い、
関係団体の協力のもと資源の再利用等をすることにより資源を有効活用する。

（３）資源ごみステーションマップの周知

衣類等の拠点回収の場所や、資源ごみ等の回収拠点情報
をマップとしてまとめ、市ホームページで周知する。

▲県作成の「エコアクションお助けMAP」▲本市作成「青森市資源ごみ等ステーションマップ」

R4 1.14 8.88 12.00

年度
使用済み
割り箸

ペットボトル
キャップ

廃食用油

R5 1.22 11.63 10.00

R6（R6.9末現在） 0.51 5.08 5.15

単位：ｔ

0.28 5.97 80.31

0.12 6.88 49.03

インクカート
リッジ

使用済
小型家電

衣類

0.48 7.73 82.93

＜拠点回収実績＞

R4 3,876,272 278 15,505,088

R6（R6.10末現在） 1,722,244 258 6,888,976

R5 3,521,531 271 14,086,124

回収量
（ｋｇ）

回収団体数
（団体）

奨励金交付額
（円）

年度
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４ ごみの適正処理対策

（１）家庭系ごみの適正処理対策

家庭系ごみの適正処理を推進するため、事故の危険性があるごみの適切な分別等の
周知により、ごみの減量化・資源化への働きかけを強化する。

◎ モバイルバッテリーや小型充電式電池の適正処理

今年度は、小学生から高齢者までの幅広い年
齢層に小型充電式電池の発煙・発火の危険性や
分別の必要性を分かりやすく伝えるため、広報
あおもりや市公式SNS等の各種媒体を活用し、
小型充電式電池が使用されている製品やリチウ
ムイオン電池はどのようなものなのかを写真等
を用いて具体的に周知する。
また、出前講座や各種イベント等において小

型充電式電池使用製品等を展示し、目で見て手
で触れて印象に残るような体験を実施する。

外国人を対象とした
出前講座

（令和6年11月4日開催）

（２）事業系ごみの適正処理対策

事業系ごみの適正処理を推進するため、事業所訪問等の実施により、ごみの減量化・
資源化への働きかけを強化する。

◎ 事業所に対するごみの適正処理の要請

市内の大規模小売店や食品関連事業者を対象に事業所訪問
を実施し、「青森市事業系ごみ適正処理等ガイドブック」を
基に、事業系ごみの減量化・資源化の要請及びeco検定の取得
を働きかける。
また、各事業所が具体的なごみの減量化の取組を行えるよ

うな勉強会や意見交換会の開催を働きかける。

＜令和６年度実績（令和6年10月末現在）＞
○訪問した事業所数
6事業所（6店舗）／40事業所（78店舗）中


